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０１ 網走市宿泊税の概要

� １ 宿泊税の目的と使途

� 網走市が課す宿泊税は、持続可能な観光の振興を図るまち
づくりの費用に充てるために、令和８年４月から導入する
法定外目的税です。

� 宿泊税の使途（施策）の主なものは、地域資源の磨き上げ
と魅力向上、持続可能な観光地づくり、受入環境の充実な
どです。



０１ 網走市宿泊税の概要

� ２ 宿泊税の徴収方法

� 宿泊税の納税義務者は、網走市内に所在する、
旅館、ホテル、簡易宿所及び住宅宿泊事業を
営む住宅(以下これらを「宿泊施設」といい
ます。)の宿泊者ですが、網走市が直接徴収
するのではなく、宿泊施設において宿泊税を
徴収し、網走市へ申告納入していただきます。

� 北海道宿泊税に係る申告納入等については、
市宿泊税と併せて網走市にしていただくこと
になります。



０１ 網走市宿泊税の概要

� ３ 宿泊税の税率

� 北海道宿泊税の税率は、１人１泊の宿泊料金
に応じて変わるので、網走市宿泊税と合わせ
ると右のとおりとなります。

計市税率道税率宿泊料⾦（１⼈
１泊）

300円200円100円２万円未満

400円200円200円２万円以上５万
円未満

700円200円500円５万円以上



０１ 網走市宿泊税の概要

� ４ 宿泊税の課税免除
� 次のとおり、修学旅行等一定の条件を満たす者については、公益性の観点から、宿泊

税を課税しないこととします。

課税免除の対象となる行事

修学旅行やその他の学校行事で、学習指導要領に定める全校又は学年などを単位として行う
「旅行・集団宿泊的行事」やこれに準ずるもの

※上記のほか、外国大使等の任務遂行に伴う宿泊についても宿泊税を免除します。

課税免除の対象となる者

次の施設が行う課税免除となる行事に参加する満3歳以上の幼児、児童、生徒又は学生及びその引率者

①幼稚園（幼稚園型認定こども園含む） ②幼保連携型認定こども園 ③小学校 ④中学校 ⑤義務教
育学校 ⑥高等学校 ⑦中等教育学校 ⑧特別支援学校 ⑨高等専門学校 ⑩保育所（保育所型認定こ
ども園含む） ⑪家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業を行う施
設又は認定外保育施設（地方裁量型認定こども園含む）

※引率者とは、生徒等の引率を行う学校の関係者や、心身の障がい等により医療的ケアや介助等を必要
とする生徒等の対応を行う看護師や保護者等で、添乗員やカメラマンは該当しません。



０２ 特別徴収事務

１ 手続きの流れ

２ 特別徴収事務に関する様式

３ eLTAX（エルタックス）

４ 修学旅行等の課税免除

５ 領収書への宿泊税額の表示

６ 帳簿等の記載・保存

７ 特別徴収事務に関するお問い合わせ



０２ 特別徴収事務

� １ 手続きの流れ

登録申請書
提出

宿泊税の
徴収

申告書の
提出

宿泊税の
納入

・経営開始時
・登録内容に変更があったとき

・宿泊者から宿泊料金に応じた金額を徴収
・課税免除対象の場合は、確認書類を受理、保管

・月ごとの宿泊者数、徴収した税額を各期日までに申告
（申告期日：６月末、９月末、１２月末、３月末）

・申告した税を電子納付又は金融機関等の窓口で納入



０２ 特別徴収事務

登録申請書
提出

宿泊施設の経営者は、旅館業法に基づく許可を受けた 又は 住宅宿泊事業法に基
づく届出をした時点で「特別徴収義務者」として指定されます。

宿泊施設の営業開始や届出内容の変更の際に、申請書を提出していただく必要があ
ります。

制度開始時点で経営開始済みの宿泊事業者

令和8年4月1日よりも前から宿泊事業を営んでいる方は令和8年4月6日までに「登録申請
書」を提出していただく必要があります。

令和8年4月1日以降に宿泊事業を営む方は、営業開始の5日前までに「登録申請書」を提出
していただく必要があります。

制度開始後、新たに経営開始する宿泊事業者

※原則、宿泊施設ごとに申請が必要ですが、一定の条件によりまとめて申請できる場合があります。
事前にご相談ください。

添付書類

・旅館業営業許可証又は住宅宿泊事業として届出をしたことが確認できる書類
・法人の場合、登記事項証明書（現在事項全部証明書）
・個人の場合、住民票の写し（マイナンバーの記載を省略したもの）
・宿泊約款（宿泊約款がない場合は、宿泊料金を記載した書面）



０２ 特別徴収事務

登録申請書
提出

提出方法は次の２つから
選択してください。

① eLTAXによる方法
② 紙による方法

※ 紙による場合の提出先
は、税務課市民税係（市
役所2階11番窓口）です。

登録申請書類記載例



０２ 特別徴収事務

宿泊税の課税対象となる行為は、宿泊料金を徴して行う宿泊施設への宿泊です。
宿泊者から、宿泊料金と併せて宿泊料金に応じた宿泊税を徴収していただきます。

宿泊とは

「宿泊」とは、一般的には寝具を使用して夕方から翌朝まで就寝を伴い、宿泊施設を利用す
る行為をいいますが、宿泊税においては、次の基準に基づいて課税対象となる「宿泊」かを判
断します。

① 宿泊施設が宿泊者との契約行為において「宿泊」として取り扱っているか。
② ①以外で、日をまたぐ６時間以上の就寝を伴う行為であるか。

令和８年４月１日よりも前に予約があった場合でも、令和８年４月１日以降の宿泊であれ
ば、宿泊税の対象になります。

宿泊税の
徴収



０２ 特別徴収事務

課税対象の判断事例（Q&Aより一部抜粋）

Q 幼児や子どもは宿泊税の課税対象となるか。

A 年齢にかかわらず、宿泊料金を伴って宿泊され

るすべての方に課税されるため、幼児料金、子ど
も料金、ベビーベッド代等がかかる場合は、宿泊
税の課税対象です。

ただし、宿泊料金がかからない場合（添い寝の
場合など）は課税されません。

宿泊税の
徴収 Q 観光目的でない宿泊でも課税対象となるか。

A 旅館業法等に基づく宿泊施設の宿泊者は、行政

サービスを一定程度享受していることに鑑み、そ
の宿泊目的にかかわらず、全ての宿泊者に広くご
負担をお願いしています。

Q 長期滞在の場合でも課税対象となるか。

A 宿泊契約に基づく宿泊行為であれば、滞在の期

間にかかわらず課税されますが、当該宿泊が賃貸
借契約に基づく利用行為で、旅館業の許可を必要
としない場合は、課税されません。

A ユースホステル、国民宿舎、社会教育施設等で

あっても、その設置目的にかかわらず旅館業の許
可等を必要とする施設であれば、課税対象になり
ます。

宿泊者は行政サービスを一定程度享受している
ことに鑑み、広くご負担をお願いしています。

Q 公営施設も課税対象となるか。



０２ 特別徴収事務

課税対象の判断事例（Q&Aより一部抜粋）

Q 食事代込みの宿泊料金設定としている場合、どう

計算しますか。

A 食事代に相当する金額を控除した金額を宿泊料

金とします。
また、無料で食事が提供される場合は、食事料

金等の対価に相当する金額がないものとして取り
扱います。

宿泊税の
徴収 Q 宿泊料金が発生しない場合でも、宿泊税はかかり

ますか。

A 宿泊料金が発生しない場合は、宿泊税はかかり

ません。
また、宿泊施設の経営者自らのサービスにより

宿泊料金が無料になる場合も同様です。

Q 宿泊予約サイトのポイントによる割引や補助金・

助成金があった場合はどう計算しますか。

A 宿泊事業者以外の第三者（予約サイトのポイン

ト付与等）による割引や、補助金・助成金による
割引は、割引前の金額を宿泊料金とし、宿泊税を
計算します。

A 1室での料金設定など、1人当たりの宿泊料金

が不明な場合は、1室1日当たりの宿泊料金の総
額を宿泊者の総数で除して得た金額を1人当たり
の宿泊料金とします。

Q 1室での料金設定など、1人当たりの宿泊料金が

不明な場合の宿泊料金はどうなりますか。



０２ 特別徴収事務

特別徴収義務者の徴収方法は定めていませんので、事前決済時に宿泊料金と併せて
徴収する方法や現地で徴収する方法など、事業者が徴収しやすい方法を選択いただい
て差し支えありません。

宿泊者（納税義務者）が宿泊税を支払わなかった場合は、地方税法（第733条の15第3
項）の規定に基づき、宿泊事業者（特別徴収義務者）が、市に納入した上で、納税を拒否
した宿泊者（納税義務者）に宿泊税に相当する金額を求償することになります。

宿泊税の
徴収

宿泊税がクレジットカードで支払われた場合の手数料は、宿泊事業者にご負担いただくこ
ととなります。

クレジットカード会社や旅行業者から宿泊事業者への入金まで時間差がある場合でも、宿
泊者が宿泊した月に計上して、各申告納入期限までに、申告・納入をしていただく必要が
あります。



０２ 特別徴収事務

特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに、各申告対象期間3ヶ月分をまとめて申告（納
入）期限までに、「宿泊税納入申告書」に「宿泊税月計表」を添付の上、市に提出し
てください。

申告期日

末日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その次の平日が申告期限になります。

eLTAXによる電子申告をご利用ください。
なお、eLTAXを利用できない場合は、紙の申告書を郵送・持参により提出することも可能で
す。紙による場合の提出先は、税務課市民税係（市役所2階11番窓口）です。

申告方法

期限後に申告されると、本来の税額のほか、加算金が課される場合があります。

申告書の
提出

申告（納入）期限対象期間

3月末日12月1日から2月末まで

6月末日3月1日から5月末日まで

9月末日6月1日から8月末日まで

12月末日9月1日から11月末日まで



０２ 特別徴収事務
納入申告書・月計表記載例

※ 月計表は、必要項目が記載されていれば、
任意様式でも構いません。

◯ 申告対象月ごとの宿泊者の総数及び宿泊
税額を記載します。

◯ 宿泊がない月も申告が必要です。

◯ 納入申告書の内訳を宿泊年月日ごとに記
載します。

◯ 宿泊がない月は添付不要です。

申告書の
提出



０２ 特別徴収事務

「宿泊税納入申告書」で申告した宿泊税は、納入期日（申告期日と同じ）までに
「納入通知書」で市に納入してください。

申告期日
（納入期限）

末日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その次の平日が申告期限になります。

eLTAXで電子申告した場合は、地方共通納税システムを用いて電子納入が可能です。
また、納入通知書により金融機関窓口等で納入することも可能です。

納入方法

期限後に納入されると、延滞金がかかる場合があります。

申告（納入）期限対象期間

3月末日12月1日から2月末まで

6月末日3月1日から5月末日まで

9月末日6月1日から8月末日まで

12月末日9月1日から11月末日まで

宿泊税の
納入



０２ 特別徴収事務
納入通知書記載例

① 納入する年度を記載してください。
② 宿泊施設の所在地・名称を記載してくだ
さい。
③ 申告額（納入額）を記載してください。

頭に「¥」を記載してください。
④ 納入する年月日を記載してください。
⑤ 何月分か記載してください。また、特

別徴収義務者登録通知書で通知した7桁
の義務者番号を記載してください。

宿泊税の
納入

①

②

③

④

⑤



０２ 特別徴収事務

� ２ 特別徴収事務に関する様式

宿泊税の特別徴収に関する各種様式については、網走市ホームページに掲載予定です。

【網走市税務課宿泊税URL】https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/soshiki/7/17782.html



０２ 特別徴収事務

� ３ eLTAX

� （エルタックス）



０２ 特別徴収事務

・証明書は、宿泊日、活動の種類、課税免除
の宿泊者人数など、必要事項を記載し、学校
長・施設長が作成します。

・この証明書は、特別徴収者において宿泊税
の帳簿とともに保存してください。

� ４ 修学旅行等の課税免除

記入事項・注意点

修学旅行生等を課税免除する場合は、学校
等から「修学旅行等であることの証明書」の
提出を受けてください。



０２ 特別徴収事務

領収書等に宿泊税の名称とその額を表示するようお願いいたします。
表示は、日本語で「宿泊税」、英語は「Accommodation Tax」で統一してください。

◆内訳に宿泊税額を計上する場合 ◆客室料金に宿泊税額を含める場合

宿泊税の名称と額が表示されていない場合は、宿泊税相当額分も消費税の対象となります。

� ５ 領収書への宿泊税額の表示



０２ 特別徴収事務

日々の宿泊税を適正に把握していただくために、特別徴収義務者は、帳簿の備え付けと、帳簿
に記載された取引等に関して作成または受領した書類を保存する必要があります。

帳簿（保存期間：納入申告書の提出期限の翌日から起算して5年）

宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象と
なる宿泊者数、宿泊税額の記載があるもの。（帳簿の記載内容を裏付ける資料）
＜例＞

契約書、予約表、宿泊（予約）カード、会計表、領収証書、利用明細書、請求書 など

書類（保存期間：納入申告書の提出期限の翌日から起算して2年）

電子取引をした場合には、原則として電磁的記録（電子データ）をそれぞれの保存期間内において
保存する必要があります。ただし、その電磁的記録を出⼒した紙によって保存している場合には、当
該電磁的記録を保存する必要はありません。

� ６ 帳簿等の記載・保存

宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数、宿泊税額の記載があるもの。
＜例＞

総勘定元帳、仕訳帳、現金出納簿、売掛金元帳、仕入帳、クーポン取扱帳 など



０２ 特別徴収事務

お問い合わせ先

� ７ 特別徴収事務に関するお問い合わせ

〒093-8555
網走市南5条東1丁目10番地 網走市役所税務課市民税係
0152-67-5408



０３ 特別徴収義務者交付金０３ 特別徴収義務者交付金

１ 交付金の概要１ 交付金の概要

２ 計算方法２ 計算方法

３ 交付までの流れ３ 交付までの流れ



０３ 特別徴収義務者交付金

特別徴収事務に要する経費の一部を補助し、併せて納期限内納入の意欲の向上を図ること

を目的に、納入期限内納入いただいた宿泊税額の２.５％※を特別徴収義務者交付金として、

特別徴収義務者に交付します。

� １ 交付金の概要

※導入から５年間（令和１３年度まで）は、１％を加算した３.５％を交付します。

� ２ 計算方法

交付金は、年度の納入税額（６月末申告納入分〜３月末申告納入分）ごとに計算し、年１

回の交付となります。

対象となる年度の納期内納入税額に２.５％（令和１３年度までは３.５％）を乗じ、１００

円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。



０３ 特別徴収義務者交付金

� ３ 交付までの流れ

口座振込
依頼書の提出

交付金額の
計算

交付額等の
通知

交付金受取

・交付金の振込先口座をお申し出ください。
（eLTAXによるお申し込み又は紙による提出）

・市において、対象年度の納期内納入額を基に、交付金
額を算定します。

・算定された交付金額と交付日（毎年１０月まで）につ
いて、市から通知を送付します。

・申出のあった振込先口座に通知した交付金額を入金し
ます。



その他

お問い合わせ先

� 網走市宿泊税システム整備補助金や周知・広報に関する
お問い合わせ

〒093-8555
網走市南5条東1丁目10番地 網走市役所観光課観光振興係
0152-67-5470


